
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

261009

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

１　ＰＴＡ新聞広告掲載
２　情報誌広告掲載
３　センターホームページ作成

5,250 2,625 
１　役務費250，委託料50
２　役務費750，委託料75
３　委託料1,500

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） １　消費生活専門相談員への研修参加支援 1,750 1,050 １　旅費1019，需用費（諸費）31

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

１　共済費240，賃金1,460

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

9,500 4,750 

⑧消費生活相談体制整備事業 １　臨時的任用職員の雇用 2,010 1,700 

１　委託料2,750
２　委託料1,000
３　委託料1,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１　消費生活フェスティバルの開催
２　各種消費者団体等との協働事業の開催
３　高齢者向け消費者啓発事業の開催

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

１　事業者に対する出前講座の実施 400 200 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

1　小学生向け消費者教育教材作成
２　消費者啓発冊子作成

2,100 1,050 

１　委託料

１　需要費250，委託料100
２　需要費300，委託料400

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

21,010 10,325 - 1,050 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 京都市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） ＰＴＡ新聞広告掲載，情報誌広告掲載，センターホームページ作成

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

国民生活センター等主催の研修参加支援（相談員１人当たり，１年に１～２回），各種説明会等参加旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費生活フェスティバルの開催，各種消費者団体等との協働事業の開催，高齢者向け消費者啓発事業の開催

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等主催の研修参加支援（相談員１人当たり，２年に１回）

（強化）

事業者に対する出前講座の実施

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 臨時的任用職員の雇用（２箇月分）

（強化） 臨時的任用職員の雇用（10箇月分）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費生活講座の開催

（強化）

小学生向け消費者教育教材作成，消費者啓発冊子作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,700                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,413                 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,581  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,420      

102,114              

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

86,602               

107,872              前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

87,872             

20,000             

11,375             

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 4,137              前年度差 2,867              千円90,739             千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 11          人

人

人

今年度末予定 12          

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

12          

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

11          

④その他

③就労環境の向上

○ 研修期間の増②研修参加支援



別添

自治体名 京都市

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

消費生活フェスティバルの開催 ①

　ステージイベントや，ブース出展，パネル展示等により，子ども
から高齢者まで消費生活について楽しみながら学べる参加型イ
ベントを開催する。

5,500

計 5,500

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

026050

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

- 相談員の人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加支援 342 - 342 相談員の旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 5,000 2,500 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,342 2,500 - 342 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 福知山市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

継続して専門相談員の研修参加を支援し、研修参加率１００％を目指す。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） センターの体制を鑑み、相談員研修への参加を支援。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 専門相談員を配置。

（強化）
継続して専門相談員を配置し、相談業務を行う。また、消費者ホットラインの３桁化等相談業務の多様化・複雑化に対応するため、相談員を増員する。市
消費生活センターに来庁することが困難な場合には、訪問による相談を実施する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,500                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,250                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,500  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

2        2,524      

5,936                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1,784                 

3,102                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

-                       

1,852              

1,250              

2,842              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 1,310              前年度差 1,242              千円3,094              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 -            人 今年度末予定 -            

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人

人

-            人

今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

-            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

平成27年4月1日より月額報酬を増額する。

④その他

③就労環境の向上

○ 国及び府が実施する相談員研修への参加支援を行う。②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市 自治体コード

合計 1,208 529 - 148 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者問題解決力の向上を図るための啓発物品作成
経費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費契約トラブル等の未然防止のための啓発物
品作成経費

778 388 

研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のレベルアップのための研修会参加旅費 148 148 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

PIO-NET2015機器の調達経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

PIO-NET2015機器の調達 282 141 

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262021



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 高齢者の特殊詐欺被害や消費契約トラブル等の未然防止のため、日々常に利用するカレンダーを利用した啓発物品を作成する

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 経験年数の浅い相談担当職員の相談対応能力向上を図る必要がある

（強化） 各種研修の受講により、消費者からの相談や苦情処理のためのあっせんを実施するために必要な事務遂行能力の向上を図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） PIO-NET２０１１の更新により、自前でPIO-NET２０１５を調達する必要がある

（強化） PIO-NET２０１５を調達する

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

3,259                 

前年度差 168                 千円2,867              千円うち交付金等対象外経費 20年度差

2,699              

232                 

2,931                 千円

千円

千円

千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日

実施形態 自治体参加型

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

3,544                 

-392               

法人募集型

千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

677                 

千円

千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

今年度末予定うち委託等の相談員

○ 正職員による相談対応体制を維持する④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

①報酬の向上

前年度末

人

処遇改善の取組 具体的内容

-            消費生活相談員の配置

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

相談員数 人

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末

今年度末予定 -            

相談員数 人 今年度末予定

人

人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262030

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活嘱託相談員の報酬、共済費（雇用主負担分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の研修参加支援 97 97 

342 171 

旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員の配置 1,877 1,877 

出前講座や消費生活展、該当啓発等での消費者教育
と啓発

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための教育と啓発

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,316 2,048 - 97 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 綾部市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

消費生活相談員が国民生活センターや京都府が主催する研修に積極的に参加し、レベルアップをはかる。（３人で述べ１７回）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費生活展や出前講座でわかりやすい消費者啓発グッズやパンフレット等を３種類以上述べ２０００部以上を配布。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費者行政兼任の職員が近隣市で開催の研修に参加

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活専門相談員なし。中丹広域振興局の消費生活相談員の指導を受け、困難な消費生活相談に対応。

（強化） 平成２２年４月１日から消費生活相談員１名（窓口対応週５日）を配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費生活専門のパソコン等がなく庁内で調整して使用。十分な設備がなく高齢者への被害未然防止のための啓発が困難。

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,877                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,874                 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,329  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,877      

2,558                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

301                    

2,557                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

444                 

2,113              

2,145              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 112                 前年度差 -31                 千円413                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人

人

人

今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

1            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 宇治市 自治体コード

合計 4,087 3,002 - 299 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発物品の作成費及び広報資料等作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害未然防止のため、啓発物品、広報資
料等の作成【交付金】

171 86 

研修参加にかかる経費（旅費、宿泊費、日当等）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員１名増員【交付金】 3,185 2,700 
相談員人件費（報酬2、238、費用弁償114、社会保険料
348）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

行政職員・相談員の国民生活センター等への研
修参加【基金】

299 299 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士の助言や見解を求める機会を設定【交付
金】

432 216 弁護士会委託（月1回2時間程度36,000×12回）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262048



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名配置　勤務時間8:30～17:15　相談受付時間　平日9:00～12:00　13:00～16:00

（強化） 平成22年5月より相談員1名を増員し、消費生活相談体制の機能強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 啓発物品を作成し、町内会や消費生活講座等での配布や、広報資料の作成により、啓発強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 2名の相談員が配置されており、国民生活センターの研修会に毎年交互に参加している。

（強化） 国民生活センター等が実施する研修会に行政職員及び相談員が参加できる機会が増加し、レベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 高度化・専門化する消費生活相談に対応するため、専門的な知識を有する弁護士の助言や意見を聞くことができる機会を設ける。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -487               千円7,757              千円うち交付金等対象外経費 20年度差 328                 

3,301              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                       

8,244              

4,237              

7,429                 

12,481               前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        2,700      

11,058               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,674  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,700                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,700                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター等が実施する各種研修会への参加支援②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

3            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

3            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 3            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 宮津市 自治体コード

合計 4,300 3,182 - 566 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発資料作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発【交付金】 235 117 

旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置（２名）【交付金】 3,395 3,050 
消費生活相談員の人件費（報酬：2,721,600円、通勤手
当：305,280円、雇用保険料：23,844円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の府外、府内での研修への参
加支援【基金】

566 566 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

書籍等の購入、電話料

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員等の専門知識向上のための参考書籍の購
入等による「宮津与謝消費生活センター」の運営
充実【交付金】

104 15 

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262056



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員2名を継続雇用し、伊根町及び与謝野町での巡回相談を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
詐欺被害等の防止に向けて、頻発事案や緊急事案があれば、新聞折込等により注意喚起及び啓発する。とりわけ被害の多い高齢者に対しては民生委
員等を通じて啓発を強化する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 行政職員が近辺の研修に参加。

（強化） 相談員の研修への継続参加。また、府内外での研修に行政担当職員も参加できるよう旅費を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） H23年に宮津与謝消費生活センターを設置し、1市2町で共同運営。

（強化） 相談員等の専門知識向上のための参考書籍等の購入。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -429               千円552                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 552                 

3,748              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                       

981                 

3,621              

-                       

4,602                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2        3,050      

4,300                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        2,232  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,005                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,050                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 府内外の研修に積極的に参加し、相談員の資格取得率100％を目指す。②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 2            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 京都府 市町村名 亀岡市 自治体コード 262064 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

172 172 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員等の研修支援

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談担当嘱託職員の配置 2,487 2,487 消費生活相談員の報酬・社会保険・費用弁償（交通費）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員及び担当職員の研修受講支援

パンフレット作成経費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

啓発用パンフレット作成 972 486 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,631 2,973 - 172 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 事務用機器の設置、消費者ホットライン専用回線、参考図書購入

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 京都府開催の研修を受講

（強化） 国民生活センター等が開催する研修受講のための旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 常設相談受付・週１回（午前２時間・午後３時間）専門相談員による受付

（強化） 消費生活に係る相談の増加・ＰＩ０－ＮＥＴ登録等に伴う事務増加に対応するため、消費生活相談員及び担当職員の研修受講支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 消費生活学習出張講座・親子消費者教室・消費者大学の開催

（強化） 悪質商法や架空請求などの特殊詐欺に対する消費者への啓発学習に使用するパンフレット等の作成経費

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,508  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,487      

平成20年度の消費者行政予算 599                    千円

前年度の消費者行政予算 4,220                 千円

うち交付金等対象経費 3,077              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,465                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,143              千円

今年度の消費者行政予算 3,894                 千円

うち交付金等対象経費 3,145              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,487                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 749                 千円 20年度差 150                 千円 前年度差 -394               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 定数外相談員の月額の増額

②研修参加支援 ○ 研修受講のための旅費等支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262072

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等実施の研修への参加【基金】 213 213 

1,785 892 

費用弁償、旅費、研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業

講座講師謝礼、チラシ作成、広報作成、啓発グッズ購入
等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発事業【交付金】

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,998 892 - 213 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 城陽市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

国民生活センター等への相談員・職員の積極的な研修参加支援（参加回数の増加）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

講座講師謝礼、チラシ作成、広報作成、啓発グッズ購入等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等への研修参加支援

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のための啓発事業（講座講師謝礼、啓発回覧板、講座用アンプ・マイク、中学生向け啓発冊子、小学生向け啓発冊子購入等）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

6,858                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

5,357                 

7,930                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

-                       

6,303              

1,627              

1,105              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 396                 前年度差 -550               千円5,753              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 -            人 今年度末予定 -            

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人

人

-            人

今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

-            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

2            

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター等への相談員・職員の積極的な研修参加支援（参加回数の増加）②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 向日市 自治体コード

合計 633 401 - 77 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発資材購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者への啓発活動 308 153 

ｗ

⑧消費生活相談体制整備事業
相談件数の増加に対応し、窓口開設時間を拡充
し、強化

248 248 相談員の報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等主催の研修への参加支援 77 77 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262081



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 増加する相談件数に対応するため、市役所の窓口開設時間を拡充し、全日2日、半日3日とした。

（強化） 引き続き市役所の窓口を全日2日、半日3日開設し、相談に対応する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 生活セミナーの講師に弁護士を招いて開催。悪質商法への対策を手口のタイプ別にまとめた啓発冊子17,000部を配布した。

（強化） 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための各種啓発事業を実施する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 近隣府県開催の研修会に参加、相談員のレベルアップを図っている。

（強化） 引き続き近隣府県及び国民生活センター（相模原）での研修に相談員・職員が合計10回参加できるよう支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -34                 千円2,954              千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -36                 

478                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2,988              

575                 

2,990                 

3,563                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2        248         

3,432                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        135     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 242                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 248                    千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

○ 執務参考資料の購入、更新によりスムーズな相談対応を支援

④その他

③就労環境の向上

○ 昨年度に引き続き、府外で行われる研修への参加を支援②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 2            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262099

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

消費生活相談の機能強化を図るための整備 106 53 需用費（参考図書及び啓発用品購入）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

嘱託職員人件費(報酬1,465,000円、費用弁償186,420
円、社会保険料等437,260円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員及び担当職員が消費者行政に
係る研修会に参加

25 25 

80 40 

研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設時間の延長を確保 3,248 2,088 

報償費（講師謝礼）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活講演会等の開催

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,459 2,181 - 25 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 長岡京市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書の購入

（強化） 引き続き参考図書及び啓発用品等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

更なる専門的知識の習得のため、消費生活専門研修会等への参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費者被害の未然防止及び啓発活動の一環として、弁護士等による「消費生活講演会・勉強会」を開催

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 謝礼契約（午前中２時間、週４日勤務）により、消費生活相談を実施

（強化） 嘱託職員（1日7.5時間、週4日勤務）により、消費生活センターとして相談業務を実施

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,088                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,070                 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,440  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,088      

3,459                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

926                    

3,377                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,229              

2,148                 

2,206              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 327                 前年度差 24                   千円1,253              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人

人

人

今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

1            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 八幡市 自治体コード

合計 4,124 2,410 - 300 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・啓発落語会（講演料824千円・会場費160千円・弁護士
謝礼50千円）・センターだより印刷550千円・センターだ
より配布442千円・啓発シール印刷74千円・啓発マニュ
アル作成486千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発落語会、センターだより作成配布、啓発資料
【交付金】

2,586 1,293 

研修旅費（①特別旅費245千円　②普通旅費30千円）
③参加負担金25千円　　(①+②+③)/2=150

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政担当者の勤務体制拡充【交付金】 998 998 消費者行政担当者 賃金（週2日分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員、担当職員研修旅費及び参加負担金【基
金】

300 300 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

助言弁護士【交付金】 240 119 
委託料（37,000円×6回）×1.08=239,760円（奇数月×1
名）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262102



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者行政担当者（週3日、21時間）勤務。

（強化） 事務の増大と相談員との連携を図るために、消費者行政担当者の勤務を週3日から週5日（35時間）に拡大。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
記念事業の開催（落語を使った高齢者被害防止に向けての講演会）　最新の事例や啓発内容の記載したセンターだよりを作成し、全戸配布をして広く市
民に啓発する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員と消費者行政担当者が、国民生活センターや消費者庁、都道府県などの行政機関が開催する研修や勉強会に参加し見識を深める。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 相談員が弁護士から助言が受けられる体制にし相談事業の充実を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 30                   千円15,090             千円うち交付金等対象外経費 20年度差 1,347              

2,710              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

15,060             

2,362              

13,743               

17,422               前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        998         

17,800               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        672     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

毎年度、月額単価が増額

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター等が開催する研修会参加旅費と負担金の支援②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 2            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 京都府 市町村名 京田辺市 自治体コード 026211 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

参考図書の購入 10 5 参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

152 152 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 嘱託職員の報酬・相談日拡充分 3,681 3,681 
相談員人件費(報酬　2,700 費用弁償335 社会保険料
646）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・職員の国セン、府センター研修旅費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発物品・啓発資料購入、講座開催、イベント開
催

956 478 
 啓発物品・資料購入費、消費生活講座、消費生活啓発
イベント開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

4,799 4,164 - 152 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） パソコン、プロジェクター、プリンター、相談用テーブル等

（強化） 参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 京都府開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 相談員が京都府消費生活安全センター等の月２回研修会に参加、相談員が国民生活センターの研修会に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週３日の相談、２人の相談員が１人ずつ交代で対応

（強化） 週５日の相談（嘱託職員2名で午前9時～正午、午後1時～4時）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） くらしの豆知識・啓発物品・啓発資料購入、消費者検定チャレンジ講座開催、消費生活啓発イベント開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        2,784  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        3,681      

平成20年度の消費者行政予算 1,543                 千円

前年度の消費者行政予算 5,466                 千円

うち交付金等対象経費 3,430              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,967                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,036              千円

今年度の消費者行政予算 7,215                 千円

うち交付金等対象経費 4,316              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,681                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,899              千円 20年度差 1,356              千円 前年度差 863                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262129

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

参考図書購入 20 10 参考図書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員人件費（賃金　3,755、社会保険料　555、雇用保
険料　51）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等研修参加等支援 630 630 

426 213 

研修会旅費・受講料

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の配置・多重債務相談員による
相談対応

4,361 4,361 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育講座を開催・啓発グッズ、啓発チラシ
作成

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,437 4,584 - 630 合計

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活センターを設置、相談員を配置して相談業務を専門的に行う。相談業務用のパソコン、車両購入。周知冊子等作成。

（強化） 相談業務に必要な参考図書の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

国民生活センター及び消費生活センター開催の研修に参加（相談員）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費者教育講座を開催（年2回）。啓発グッズを作成しイベント等で配布する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名、多重債務相談員を１名配置し相談業務を行っている。（平成22年4月開設・月～金・9：00～12：00、13：00～17：00）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 4,361                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 4,254                 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        4,361      

6,558                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2,043                 

6,491                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,344              

5,147              

5,214              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 -699               前年度差 -                    千円1,344              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人

人

人

今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

2            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

2            

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 南丹市 自治体コード

合計 1,617 1,360 - 132 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用パンフレット等購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

パンフレット等による啓発（交付金） 100 50 

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員の配置（交付金） 1,235 1,235 相談員賃金（賃金1,051千円、通勤手当184千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等の研修への参加（基金） 132 132 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

書籍購入費、相談窓口ＰＲ物品購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

執務参考資料の充実、相談窓口周知のための物
品購入（交付金）

150 75 

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

262137



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 手づくりのチラシの配架

（強化） 啓発用パンフレット等の購入・作成・配布

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 府内の会議への参加程度

（強化） 国民生活センター等の研修に参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 参考図書の購入

（強化） 参考資料の充実、相談窓口の認知度の向上



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 6                    千円142                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 100                 

1,492              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

136                 

1,301              

42                     

1,437                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        1,235      

1,634                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        788     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,047                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,235                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

1            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 1            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 大山崎町 自治体コード

合計 240 180 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設日数を月2回から4回に拡大継続する。 240 180 専門相談員謝礼：5,000円×3回×12カ月＝180,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

263036



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 相談窓口開設日数を平成23年4月1日から毎月2回を毎月4回に拡大継続。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -2                   千円79                   千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -48                 

180                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

81                   

180                 

127                    

261                    前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        180         

259                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        48      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 180                    千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 京都府消費生活安全センターが主催する研修会に参加する。②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

1            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 1            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 大山崎町

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 510 500 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

研修・講習等開催に係る人件費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者問題への関心を喚起するための研修・講
習等を開催することで消費者被害の未然防止・拡
大防止に繋げる。【交付金】

20 10 - 

⑧消費生活相談体制整備事業
専門相談員の配置により、住民の方からの相談に
対し、迅速な対応がとれる体制を整備する。【交付
金】

490 490 - 相談員人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

263222 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 京都府 市町村名 久御山町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を年間49回配置し、相談体制の整備を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者問題の啓発を推進するため研修・講習等を年4回開催する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 21                   千円 前年度差 11                   千円

うち先駆的事業 -                    千円

うち交付金等対象外経費 21                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 490                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    千円

今年度の消費者行政予算 521                 千円

うち交付金等対象経費 500                 千円

うち先駆的事業 -                    千円

うち交付金等対象外経費 10                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 490                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    千円

うち交付金等対象経費 490                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 500                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        -            

平成20年度の消費者行政予算 -                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        -        

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        人日

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

- 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数 -

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 井手町 自治体コード

合計 120 120 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者生活相談員の配置【交付金】 120 120 消費者生活相談員の報償費　5,000×24回＝120,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

263435



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を配置し、相談業務を実施する。（5,000×24回）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                    千円-                    千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -                    

120                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                       

-                    

120                 

-                       

120                    前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        120         

120                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        72      

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 1            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

相談員数 1            人 今年度末予定 1            人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 宇治田原町 自治体コード

合計 538 458 - 18 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費生活啓発資材購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活啓発資材を用いた住民への啓発 110 55 

旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政担当者の増員（消費生活相談員の配
置）

396 396 消費生活相談員報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

担当職員等の研修参加支援 18 18 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

執務参考資料購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

執務参考図書の購入 14 7 

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

263443



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員へ報酬を支払う（９，０００円×４４日分）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 近年、急増している高齢者の被害に対する啓発を勧める資材を購入し、敬老会やふるさとまつり等のイベントで配布する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 会議等に附随する研修には、町単費により参加。

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活相談員が府の研修・府や他市町村の相談員との情報交換会に参加することを支援（JR宇治～近鉄東寺　往復２０回分）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 執務に必要な参考資料を揃える

（強化） 消費生活相談員が相談業務に必要な図書資料を購入し、相談環境の充実を図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -13                 千円442                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 312                 

476                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                       

455                 

554                 

130                    

1,009                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        396         

918                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        264     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 396                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 396                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

1            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無

人

前年度における首長表明の有無

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 1            

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定 人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

026407

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員による相談業務【交付金】 1,110 1,110 人件費（賃金980千円、交通費130千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の府内・府外研修参加【基金】 45 45 

講師謝金、物品購入費、講座開催資料代等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活講座の開催・啓発物品の配布等【交付
金】

129 64 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

合計 1,284 1,174 - 45 

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 京丹波町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 府等開催の研修に、担当職員等が年7回以上参加

（強化） 府等開催の研修に、担当職員等が年12回以上参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口週2日の消費生活相談専門員による相談開設

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の安心・安全を守るため、消費生活講座を開催、イベントでの啓発活動

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,031                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

法人募集型

1,110                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,219              

千円

千円

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1,656                 

-20                 

2        1,110      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        753     

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日

実施形態 自治体参加型

371                 

1,506              

1,877                 千円

千円

千円

千円

千円

457                    

前年度差 66                   千円437                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数

人

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末

今年度末予定 2            

相談員数 人 今年度末予定

2            人

処遇改善の取組 具体的内容

2            消費生活相談員の配置

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定うち委託等の相談員

○ 時給＠1,130円を＠1,300円に改定。

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

①報酬の向上

前年度末



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活に係る相談窓口の充実 10 5 専門書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

担当職員の研修への参加支援 22 22 

150 75 

研修参加支援の旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業

啓発物品の製作

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害の未然防止のための啓発

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

182 80 - 22 合計

平成 27 年度都道府県名 市町村名 与謝野町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 参考資料等を購入し相談窓口の充実

（強化） 専門書籍等を購入し相談窓口の充実

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

研修会への旅費支援（２回程度）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

悪質商法被害防止のための物品製作（啓発本等）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修会への旅費支援（２回程度）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 悪質商法被害防止のための物品製作（ポケットティッシュ、絆創膏等）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 22                     千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

544                    

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

49                     

738                    前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

556                 

182                 

102                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 393                 前年度差 -114               千円442                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

人

人

今年度末予定 -            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

-            

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



別添

自治体名 ○○（都道府）県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

 相談員等の研修参加  国民生活センター、京都府等が主催する研修への参加

 消費生活相談員3人を雇用し、相談・啓発業務を実施  消費生活相談員報酬等人件費

 消費生活講座の開設、啓発資材の作成  啓発講座講師謝礼、啓発資材（センターＰＲ用）の作成

平成 27 年度都道府県名 京都府 市町村名 相楽郡広域事務組合 自治体コード

合計 8,655 6,679 - 442 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

1,172 586 - 

⑧消費生活相談体制整備事業 7,041 6,093 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

442 442 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

026849



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

 消費生活相談員３人雇用（平成２２年３月１日採用：２人、平成２２年４月１日採用：１人）。相談、啓発業務を行う。

 消費生活講座（年4回）の開催、啓発資材（センターＰＲ用）を作成し、構成市町村との協働により配付

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

 なし

 なし

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

 なし

 国民生活センターが主催する研修会への参加（6回）、京都府等が主催する研修会への参加（18回）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 440                 うち交付金等対象外経費 千円1,534                 千円 20年度差

千円

千円

千円

-

107                    

1,094                 

6,598                 

-

7,692                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

3        6,093      

8,655                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3        3,494  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 5,935                 千円

うち先駆的事業 - 千円

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 6,093                 千円

7,121                 

うち先駆的事業 - 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

京都府における相談員の報酬にあわせ、月給単価を１,０００円増額

3            

3            

④その他

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

-            

○②研修参加支援

①報酬の向上

 国民生活センター、京都府等が実施する研修会への積極的な参加

今年度末予定 -            

前年度における雇止めの有無 無

人

-            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

今年度末予定 3            

人

人

相談員数 3            人 今年度末予定

人 今年度末予定 -            人

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数



別添

自治体名 相楽郡広域事務組合

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

計 0

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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